
議案第３３号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 北本市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処

分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

 

  平成２２年６月３日 提出 

 

 

北本市長 石 津 賢 治     



専 決 処 分 書 

 

北本市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処

分する。 

 

 

  平成２２年３月３１日 

 

 

北本市長 石 津 賢 治     



北本市税条例の一部を改正する条例 

                    （          ） 

北本市税条例（昭和２９年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第４４条第２項中「及び公的年金等に係る所得」を削り、「前項の規

定」を「同項の規定」に改め、同条第３項中「及び公的年金等に係る所

得」を削り、同条中第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、第３項

の次に次の１項を加える。 

４ 第１項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者

であり、かつ、当該年度の初日において第４７条の２第１項に規定す

る老齢等年金給付の支払を受けている年齢６５歳以上の者である場合

における前２項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得

以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とす

る。 

第４５条第１項中「前条第４項」を「前条第５項」に改める。 

第４８条第６項中「第２条第１２号の７の５」を「第２条第１２号の

７の７」に改める。 

 附則第１５条を削り、附則第１５条の２を附則第１５条とし、附則第

１５条の３を附則第１５条の２とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 別段の定めがあるものを除き、改正後の北本市税条例（以下「新条

例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、平成２２年度

以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成２１年度分までの

個人の市民税については、なお従前の例による。 

３ 平成２２年度分の個人の市民税についての新条例第４４条第２項

（同条第４項の規定により読み替えて適用する場合を除く。）の規定

の適用については、同条第２項中「給与所得以外の所得に係る所得割

額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき」とあ

平成２２年 ３月３１日
条例第    １３ 号 



るのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得

割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき、又

は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合

において平成２２年４月３０日までに給与所得以外の所得に係る所得

割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申出があるとき」と

する。 

４ 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関す

る部分は、平成２２年４月１日以後に開始する事業年度分の法人の市

民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について

適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開

始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例によ

る。 

 


